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Ⅰ　総則
１　業務名
鳥取市総合防災マップ作成業務
２　目的
本業務は、令和3年に作成した「鳥取市総合防災マップ」について、水防法の一部改正により、最新の被害想定等への更新を行い、市民の防災意識向上と適切な避難行動の支援を目的とする。
また、最新の知見等に基づいた情報提供を行うことにより、市民一人ひとりが自身の住む地域の災害リスクを正しく理解し、迅速かつ円滑な避難行動へ結びつけるための実効性の高い防災マップの作成を行う。
３　準拠法令等
   本業務は、本仕様書に示される内容に基づいて実施するほか、以下の法令、図書や基準に準拠し遂行するものとする。本仕様書に定めなき事項については、受注者は、発注者とその都度協議し、その指示を受けるものとする。
（１）災害対策基本法
（２）災害救助法
（３）水防法
（４）海岸法
（５）河川法
（６）土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
（７）津波対策の推進に関する法律
（８）津波防災地域づくりに関する法律
（９）都市計画法
（１０）個人情報保護法
（１１）防災基本計画　内閣府
（１２）鳥取県地域防災計画
（１３）鳥取市地域防災計画
（１４）鳥取市国土強靭化地域計画
（１５）「水害ハザードマップ作成の手引き」（令和８年５月　国土交通省）
（１６）「土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン」（令和２年１０月　国土交通省）
（１７）「指定緊急避難場所の指定に関する手引き」（令和８年１月　内閣府）
（１８）「避難情報に関するガイドライン」（令和８年３月改定　内閣府）
（１９）「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（令和３年５月改定　内閣府）
（２０）「平成３０年７月豪雨を教訓とした安全・避難対策のあり方研究会」報告書（平成３０年１２月　同研究会）
（２１）その他関係法令及び通達等
４　契約期間
契約締結の日から令和９年３月１５日（月）まで
５　管理技術者の選任
　　受注者は、管理技術者として、技術士（建設部門：河川、砂防及び海岸・海洋）、RCCM（河川、砂防及び海岸・海洋）又は空間情報総括監理技術者のいずれかの資格を有し、防災事業に精通し実務経験豊かな技術者を選任し、発注者に通知するものとする。
６　照査技術者の選任
　　受注者は、照査技術者を選任し、発注者に通知するものとする。照査技術者の資格要件は管理技術者と同等とする。ただし、照査技術者と管理技術者を兼任することはできない。
７　担当技術者の選任
　　受注者は、本業務における担当技術者を定め、発注者に通知するものとする。担当技術者は、適切な人数とし、本仕様書に基づいて適切に業務を実施しなければならない。
８　検査
　　業務完了後は検査を受け、修正がある場合は速やかに修正を行い、再検査を受けるものとする。
９　契約不適合責任
成果品納入後、成果品に契約不適合が発見された場合、受注者は発注者の指示に従い、必要な処置を受注者の負担において行うものとする。また、受注者の責に帰する誤りや不良箇所が発見された場合は、速やかに無償で追完または修補を行わなければならない。
１０　参考資料の貸与
発注者は、受注者に対し業務に必要な関係資料を所定の手続きによって貸与するものとする。受注者は、貸与品について責任を持って保管し、汚損等が生じないよう十分注意するとともに、業務終了後直ちにこれを返却するものとする。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において速やかに原状回復するものとする。
１１　成果品の帰属及び著作者人格権の不行使
（１）本業務の実施により得られた成果品に係る著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む）は、成果品の納品と同時に発注者に移転・帰属する。
（２）前項の著作権には、本業務において作成された地図データ、図面、文章、イラスト、デザイン等のすべての著作物を含む。
（３）受注者は、発注者に対し、成果品に係る著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）を行使しないものとする。
（４）発注者は、成果品をWebサイトでの公開、オープンデータ化、他媒体への転載、改変、二次利用等、目的の制限なく利用できるものとする。
１２　秘密の保持
本業務で使用する資料や成果品等、業務上知り得た事項については、発注者の了解なく外部に開示せぬよう秘密の保持に十分留意しなければならない。
１３　経費の負担
本業務の遂行に必要な一切の経費（資料収集費、打ち合わせ経費、成果品の運搬・配送費、印刷費、その他本業務に要する人件費・諸経費等）は、受注者の負担とし、委託料に含まれるものとする。
１４　成果品の納品及び配送
（１）成果品（冊子版等）を複数の場所に配送する場合は、受注者は事前に各配送先の受領担当者と納品日時について調整を行うものとする。
（２）前項の調整結果については、受注者はあらかじめ発注者へ報告し、了承を得るものとする。
（３）成果品の納品または配送が完了したときは、速やかに納品書等の証憑を添えて発注者に報告するものとする。
１５　個人情報保護
本業務の履行にあたっては、受注者は個人情報を扱う際にはその漏洩、紛失等が無いよう万全の処置を尽くすものとする。
１６　疑義
　　　この仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、協議の上決定する。



Ⅱ　業務内容
１　業務概要
本業務の概要は、次のとおりとする。
（１）計画準備
（２）資料の収集整理
（３）水害特性・社会特性の把握や課題への対応検討
（４）避難に関する課題や対応方針の検討
（５）会議等の開催について
（６）原案作成
（７）成果品
２　計画準備
本業務を実施するにあたり、受注者は各工程における必要な基本方針を定め、業務計画書等を作成するものとし、以下の書類を提出すること。（いずれも様式は任意）
（１）業務計画書
（２）業務工程表
（３）業務着手届
（４）管理技術者届、照査技術者届、担当技術者届（いずれも業務経歴書を添付すること）
（５）貸与データ及び資料に関する誓約書
（６）その他発注者が必要と認める書類
３　資料の収集整理
「Ⅰ総則　３準拠法令等」に掲げる資料のほか、災害に対する地域の現況把握のために必要と考えられる資料を収集整理するものとする。なお、これまでに蓄積されたハザードマップや避難行動に関する研究成果や知見等を十分に活かすため、これらについても可能な限り収集すること。
なお、主な資料の収集先は以下のとおり。
	収集資料
	収集先

	鳥取市都市計画基本図
	鳥取市

	地区界、学校区界に関する資料
	鳥取市

	浸水想定区域図
（浸水深、家屋倒壊等危険区域、浸水継続時間等）
	国土交通省・鳥取県・鳥取市

	ダム下流浸水想定図（殿ダム、佐治川ダム、百谷ダム）
	国土交通省・鳥取県

	土砂災害警戒区域等区域図
	鳥取県

	地域防災計画
	鳥取市・鳥取県

	避難所、防災関連施設等に関する資料
	鳥取市

	地震最大震度、液状化、予測
	鳥取県ほか

	その他本業務の遂行に必要な資料
	鳥取市ほか



４　水害特性・社会特性の把握や課題への対応検討
　　鳥取市の水害特性・社会特性を十分に把握し、河川氾濫(洪水)、雨水出水(内水)、高潮、津波、土砂災害等の各種災害について、どのような被害が想定され、社会生活等への影響はどの程度なのか、避難に関する課題はどのようなものがあるか等について分析、検討を行う。その他、最新の知見に基づき、必要に応じて新たな内容を検討する。
５　避難に関する課題や対応方針の検討
　　収集・整理した資料をもとに、想定される災害とその影響等の分析、検討結果を踏まえ、適切な避難場所、避難経路等の検討、情報伝達手段の検討等、避難に関する課題や対応方針の検討を行う。
　（１）早期の立退き避難が必要な区域の検討
国、県、市が示す浸水想定区域図や各地域の地形、避難に関する実情等を踏まえ、生命・身体に直接影響を及ぼす可能性がある家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深が深い区域などは、特に早期かつ確実に立退き避難する区域として設定する。
　（２）指定避難所等（指定避難所及び指定緊急避難場所を含む)適用性の検討
洪水浸水想定区域や土砂災害危険区域等の情報から浸水や土砂災害、高潮、津波等に対する適用性や収容人員と要避難者数の比較等、指定避難所等の妥当性について検討する。また、緊急に避難を要する場合について、建物の２階以上への避難（垂直避難）の妥当性について、屋内すべての指定避難所等について検討する。
　（３）掲載情報、記載項目等の検討
　　　　上記（１）（２）を踏まえ、本市が市民にどのような情報を伝える必要があるか、検討を行うものとする。複数の災害情報を重ねて表示すること、個別に表示すること、各情報の重要度に応じた表示の順序等を検討する。また、地図上でハザード情報を表示するにあたり、最適な表示スケール、地区分割等について検討する。
　（４）その他必要事項の検討
　　　　上記のほか、最新の知見に基づき、必要に応じて掲載すべき事項等がないか検討する。

６　会議等の開催について
　　関係者の意見を適切に聴取し、また、本業務を円滑に遂行するため、適宜次のとおり会議等を開催する。
　（１）担当者会議（一月に１回）
　　　　受注者は、発注者と担当者会議を開催し、作業の進捗状況の報告や、意向確認、すり合わせ等を行う。
　（２）関係機関会議（１回）
　　　　受注者は、発注者及び関係機関等（自主防災組織、河川管理者、福祉関係者等）と関係機関会議を開催し、必要に応じて意見を聴取する。
　（３）庁内検討会議（２回）
　　　　受注者は、発注者及び関係課と庁内検討会議を開催し、進捗状況の報告、意見聴取、方針の確認、合意形成等を行う。
　（４）会議資料作成等
受注者は、上記（１）～（３）の会議等の開催にあたり、必要と思われる説明資料、報告資料等を作成し、会議等において簡潔に報告・説明等を行うこと。
　（５）議事録の作成
受注者は、各会議等開催後、速やかに議事録を作成し、発注者へ共有すること。
また、会議等で聴取した意見等は、可能な限り原案作成に反映させること。
７　原案作成
　（１）総合防災マップの発行形態
　　ア　電子版
　　　　すでに本市で運用している、下記のウェブサイト（以下、「公開サイト」という。）で、地図データを公開する。
　　　（ア）冊子版PDF等
　　・鳥取市公式ウェブサイト
　（イ）電子版Shapeファイル等
　　　　・とっとりジオマップ
　　　　・鳥取市防災ポータルサイト
　　　　・鳥取市防災アプリ
　　イ　冊子版
　　　　・鳥取市全域を１冊の冊子に集約する。（情報・学習ページも含む）
　　　　・冊子サイズはB４判（見開きB３判）
　　　　・地図の縮尺については、情報の見やすさ、全体のページ数等を勘案し提案してください。
　　　　・地図面の作成にあたっては、内水浸水想定区域等については、個別ページを設けるなど、災害リスク情報が判別しやすくなるよう工夫すること。
（２）掲載情報の検討
　　　本市が市民にどのような情報を伝える必要があるかについて検討を行う。
　ア　地図情報、災害リスク情報
地図情報については、災害リスク情報を重ねて表示することや、個別に表示すること等を想定し、各水害の重要度に応じた表示の順序を検討する。
また、地図上に災害リスク情報を表示するに当たり、最適な表示スケール、地区分割等を検討する。
　　　なお、次の災害リスク情報について必ず掲載すること。また、最新の知見に基づき、必要に応じて新たな内容を検討する。
　　　★印で示す災害リスク情報は、発行元のファイルが複数であるため、本業務において統合版のファイルを作成すること。
　　（ア）共通：冊子・公開サイトとも掲載
　　・洪水浸水想定区域（中小河川を含む）　★
・内水浸水想定区域　★
・津波災害警戒区域、津波基準水位
・土砂災害警戒区域　★
・土砂災害特別警戒区域
・家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流、河岸浸食）　★
・指定避難所、指定緊急避難場所、福祉避難所、協定に基づく避難所、アンダーパス、要配慮者利用施設
　　　（イ）公開サイトのみ掲載
　　　　・河川浸水想定区域
A　洪水予報河川・水位周知河川　★
B　中小河川　★
・浸水継続時間（全河川統合時に最大継続時間を優先表示）　★
・ダム下流部浸水想定図　★
・土砂災害特別警戒・警戒区域（指定済・前）　★
・土砂災害特別警戒・警戒区域（指定済）★
・土砂災害特別警戒・警戒区域（指定前）★
・地震最大震度予測　★
・地震液状化危険度予測　★
　　イ　防災情報・学習情報
　　　　平時からの防災学習に活用できるよう、以下の内容について情報を収集・整理し、掲載を検討すること。
なお、掲載する内容はこの限りではなく、住民の避難行動につながるような内容があれば発注者へ提案すること。
・避難場所（指定緊急避難場所、指定避難場所等）について
・避難のタイミングについて
・高齢者、障がいのある人の避難について
　　　　・災害発生メカニズムについて
　　　　・過去の災害情報について
　　　　・気象庁が発表する防災気象情報について
　　　　・鳥取市が発令する避難情報について
　　　　・災害への備え（非常持ち出し品・備蓄品等）について
　　　　・防災情報の収集手段について
・ペット防災について
・地震災害について　　　等
　（３）原案作成等
　　ア　電子版
　　（ア）原案作成
・公開サイトに掲載できるよう、ファイル形式は、Shape（拡張子：shp、dbf、prj、shx）、GeoJSON、XML（GML等）の属性情報が付加できるGISデータで作成すること。
　　・ファイルの作成にあたっては、座標のずれが生じないよう特に注意すること。
　　・各ファイルの属性テーブルには浸水深の閾値や配色設定等の情報を正確に格納すること。
　　・作成するファイルは、品質を確保したうえで可能な限り容量が少なくなるよう配慮すること。
　　・洪水浸水想定区域、浸水継続時間、地震最大震度予測、地震液状化危険度予測の各統合ファイル作成において、同一メッシュ上に複数のデータが存在する場合は、災害リスクが最大となるファイルのデータのみを採用することとし、可能な限り容量の削減に努めること。
・公開サイトにファイルを掲載する作業の時間を鑑み、Shapeファイル一式およびGeoJSONファイルについては、原案データを次の日までに提出すること。
　原案データ提出日：令和８年１２月２１日
・公開サイトごとに導入試験を行ったのちデータの不整合・欠落などによりエラーが生じた場合は、ファイルの校正を行うこととし、各公開サイト２回程度の校正を見込む。

　イ　冊子版
　（ア）原案作成
・地図面の作成において、複数のデータが重なる地点では、最大浸水深が優先的に表示されるよう整理すること。
・地図の縮尺については、情報の見やすさ、全体のページ数等を勘案し作成すること。
・地図面に掲載する災害リスク情報は、色彩やパターン等を工夫し、情報が見やすく、わかりやすくなるよう作成すること。
　　・地図面の作成にあたっては、内水浸水想定区域等については、個別ページを設けるなど、災害リスク情報が判別しやすくなるよう工夫すること。
　　・情報・学習面については、災害に関する知識を正しく理解し、適切な避難行動につながるような構成とすること。
　　・イラスト等を用いるなど、こどもや高齢の方にも理解できるような工夫をすること。
　　・災害種別ごとの避難所等の適用性等についても整理し掲載すること。
　（イ）印刷
　　・印刷データ作成にあたっては、色校正を1回以上行うとともに、記載内容に修正すべき箇所が発覚した場合は、発注者の指示により適宜修正を行う。
　　・仕様、数量については下表のとおりとする。
	項　目
	仕　様

	用紙サイズ
	Ｂ４サイズ（見開きＢ３）　　

	印刷形式
	冊子版

	印刷色
	フルカラー(両面）

	用紙種類
	コート紙またはマットコート紙

	加工
	中綴じ製本

	校正（内容）、校正（色校正）
	各１回以上

	ページ構成
	提案・協議によるものとする。

	印刷部数
	20,000部


８　成果品
（１）電子版
　ア　成果品
　次のデータを格納した電子媒体（DVD-R等）　２部
　（ア）電子地図データ　一式
ａ　shape形式（拡張子shp、dbf、prj、shx)　　
ｂ　GeoJSON形式（json不可）
ｃ　XML形式（GML等）　
　（イ）冊子版画像データ　一式
ａ　PDF形式
ｂ　ai形式
　イ　納品日
　　　令和９年３月１５日
　ウ　納品場所
　　　　鳥取市危機管理部危機管理課
（２）冊子版
　ア　成果品
　（ア）鳥取市総合防災マップ（冊子版）　　　２０，０００部
　（イ）鳥取市総合防災マップ（冊子版）原案　　　１部
　イ　納品日
　　　令和９年３月１５日
ウ　納品場所及び配送
（ア）上記ア（ア）については、発注者が指定する複数の拠点へ配送するものとする。配送先リスト、各拠点の配送部数、納品日時の詳細については、業務完了の1ヶ月前までに発注者から受注者へ別途提示するものとする。
（イ）上記ア（イ）については、鳥取市危機管理部危機管理課へ納品すること。
（３）その他成果品
　ア　成果品
　　　以下について、それぞれ紙媒体３部及び電子媒体１部を納品すること。
（ア）委託業務報告書
　（イ）打ち合わせ議事録
　イ　納品日
　　　令和９年３月１５日
　ウ　納品場所
　　　鳥取市危機管理部危機管理課
